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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内機本体の前面部に前面パネルが開閉自在に設けられた空気調和機の室内機であって
、
　前記前面パネルには、その背面の上部両側に、それぞれ軸部を有するアームが備えられ
ており、
　前記アームには、それぞれ前記軸部の軸方向に沿う方向に突出する複数の凸部が前記軸
部を中心とする円弧上に間隔をおいて配置されており、かつ、これら複数の凸部は、前記
円弧上の一方の端に位置する凸部から前記円弧上の他方の端に位置する凸部にかけて順次
突出寸法が縮小するように設定されており、
　前記室内機本体には、その前面の上部両側に、それぞれ前記前面パネルの前記軸部を支
持する軸受部と、前記複数の凸部と選択的に係合して前記アームを保持するアーム保持部
とが備えられており、
　前記アーム保持部は、前記前面パネルの開状態時に、前記突出寸法が最大となる前記一
方の端に位置する凸部と係合し、前記前面パネルが閉じるに従って前記突出寸法が縮小す
る側の凸部と順次係合するように構成されていることを特徴とする空気調和機の室内機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機の室内機、特に室内機本体の前面部に設けられる前面パネルに関
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する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の空気調和機の室内機において、室内機本体の前面部に、開閉自在な前面パネルを
設けるとともに、前面パネルが勢いよく閉まることを抑制する手段を講じたものが知られ
ている。例えば、ばねの弾性力を利用し、前面パネルの自重が直接作用しないようにした
ものである。
【０００３】
　また、このようなものにおいて、前面パネルの回動用の軸付近の弾性変形可能な壁面に
切欠窓を形成するとともに、弾性変形不可能な壁面に凸部を設け、切欠窓が所定角度にお
いて凸部を乗り越えることにより、前面パネルの自然な戻りを規制したものがある（例え
ば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１７１８５６号公報（図１～図３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の前面パネルが勢いよく閉まることを抑制する手段は、既述したようにばねの弾性
力を利用していて、開く時に要する力の軽減も兼ねている。しかし、それは即ち、前面パ
ネルを閉めている時に常にばねの弾性力が作用することを意味する。このため、ばねの弾
性力が作用する箇所やその周辺には、経年劣化による破断やクレージングが発生する恐れ
がある。
【０００６】
　また、前面パネルが、意匠性を重視して金属部品の付加や、部品点数を増やすなどして
重量が増した場合、開閉に要する力も増すため、その力を補助するばねの弾性力も大きく
する必要がある。そのため、前述の問題の発生の頻度が更に高まってしまう。
【０００７】
　また、前面パネルの回動用の軸付近に設けた、前面パネルの自然な戻りを規制する構造
における凸部は、突出高さが一定のため、切欠窓が凸部を乗り越える力も一定である。即
ち、前面パネルを閉めるために要する力は、本来は開いた角度(鉛直方向に対する角度)が
小さくなるにつれて小さくて済むが、従来品においては常に一定であり、必要以上の力を
要していた。
【０００８】
　このように、従来は、前面パネルが開いた角度(鉛直方向に対する角度)が小さくなって
も大きな力(必要以上の力)により閉めているため、前面パネルが閉まり終わった際にユニ
ット全体に与える衝撃が大きく、それが頻繁に起こると、室内機本体に割れや破損が生じ
たりして耐力を損ねてしまう恐れがあった。
【０００９】
　本発明は、前記のような課題を解決するためになされたもので、ばね等の部品を用いる
ことなく、前面パネルを閉める時に勢いよく閉まってしまうことを抑制できて、前面パネ
ルが閉まり終わった時の衝撃を軽減できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る空気調和機の室内機は、室内機本体の前面部に前面パネルが開閉自在に設
けられた空気調和機の室内機であって、前面パネルには、その背面の上部両側に、それぞ
れ軸部を有するアームが備えられており、アームには、それぞれ軸部の軸方向に沿う方向
に突出する複数の凸部が軸部を中心とする円弧上に間隔をおいて配置されており、かつ、
これら複数の凸部は、前記円弧上の一方の端に位置する凸部から前記円弧上の他方の端に
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位置する凸部にかけて順次突出寸法が縮小するように設定されており、前記室内機本体に
は、その前面の上部両側に、それぞれ前記前面パネルの前記軸部を支持する軸受部と、前
記複数の凸部と選択的に係合して前記アームを保持するアーム保持部とが備えられており
、前記アーム保持部は、前記前面パネルの開状態時に、前記突出寸法が最大となる前記一
方の端に位置する凸部と係合し、前記前面パネルが閉じるに従って前記突出寸法が縮小す
る側の凸部と順次係合するように構成されているものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る空気調和機の室内機においては、アーム保持部が、突出寸法が最大となる
凸部と係合して、前面パネルの開状態を保持し、また前面パネルが閉じるに従って突出寸
法が縮小する凸部と順次係合するように構成されている。このため、前面パネルを閉める
ために要する力は、開いた角度(鉛直方向に対する角度)が小さくなるにつれて小さくて済
み、開閉時に要する力加減が適当になり、閉める時の勢いやユニットへの衝撃力が抑制で
きる。また、ばね等の部品を不要とすることができるため、経年劣化による破断やクレー
ジングが発生する問題を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の斜視図と側面視の断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネルの斜視図である。
【図３】本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネルの右アーム装着部の拡
大斜視図である。
【図４】本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネルの右アーム装着部の分
解拡大斜視図である。
【図５】本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネル閉時の左軸受部の側面
視の断面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネル開時の左軸受部の側面
視の断面図である。
【図７】本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネル開時の右アーム装着部
の側面視の断面図とＡ－Ａ線矢視断面図と斜視図である。
【図８】本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネル開状態保持時のアーム
保持部と凸部との関係を示す模式図である。
【図９】本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネル閉まり作業途中のアー
ム保持部と凸部との関係を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の斜視図と側面視の断面図である。
　本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機は、図１に示すように、室内機本体１と、
室内機本体１の前面に開閉自在に設けられた前面パネル２と、室内機本体１に収容されて
支持された熱交換器３及び送風機４と、室内機本体１の上部に設けられた吸込口５と、室
内機本体１の前面の下部に設けられた吹出口６と、を備えている。また、吸込口５には、
フィルター７が着脱自在に装着され、ここを通過する空気が濾過される。また、吹出口７
には、風向変更板８が設けられている。
【００１４】
　図２は本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネルの斜視図である。
　前面パネル２の背面の上部両側には、図２のように回動用の軸部２１を有するアーム２
２がそれぞれ設けられている。このアーム２２は、室内機本体１の軸受部へ嵌め込まれる
ようになっている。
【００１５】
　図３は本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネルの右アーム装着部の拡
大斜視図である。図４は本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネルの右ア
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ーム装着部の分解拡大斜視図である。図５は本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機
の前面パネル閉時の左軸受部の側面視の断面図である。図６は本発明の実施形態に係る空
気調和機の室内機の前面パネル開時の左軸受部の側面視の断面図である。
　室内機本体１には、その前面の上部両側に、図３乃至図６のように前面パネル２の各ア
ーム２２を支持する軸受部３１がそれぞれ設けられている。すなわち、各軸受部３１は、
図５及び図６のように前端側が室内機本体１の上下の引掛部１ａ，１ｂと係合し、奥側が
室内機本体１の受部１ｃにて固定保持されている。
【００１６】
　これを更に詳述すると、室内機本体１に固定保持される各軸受部３１には、図３及び図
４のようにそれぞれに前面パネル２の回動用の軸部２１を上下から挟んで弾性支持する上
軸受３８と下軸受３４が設けられている。そして、これら上軸受３８と下軸受３４の先端
には、軸部２１が嵌り込み易いように、軸部２１の径より大きく末広がり状に開いたガイ
ド部３２がそれぞれ設けられており、各ガイド部３２の基端側は、それぞれ軸部２１が所
定角度以外では抜けないように軸部２１の径より開口部３３が狭くなっている。各軸部２
１を支持する各軸受部３１の上軸受３８と下軸受３４は、可撓性を有し、軸部２１の嵌め
込み時には変形して、軸部２１が挿入し易くなるようになっており、特に強固な補強はな
い。
【００１７】
　また、各下軸受３４は、図５及び図６のようにそれぞれに溝形部３５を有しており、こ
れら溝形部３５は、前面パネル２が閉じた状態では、アーム２２に設けられた軸部２１と
挟持リブ２３との間に挟み込まれるようになっている。すなわち、各下軸受３４は、各溝
形部３５の上面で軸部２１を支持し、各溝形部３５の下面で挟持リブ２３と当接する。
【００１８】
　また、各軸受部３１には、それぞれに根元が固定され先端が変形可能に対向配置された
一対の弾性片３６で構成されるアーム保持部も設けられている。これら弾性片３６には、
前面パネル２を開いた時の角度保持機能があり、前面パネル２の各アーム２２の側面に設
けられた各凸部２４が、これら弾性片３６の先端に乗り、前面パネル２の荷重を受け、角
度保持されるようになっている。また、一対の弾性片３６の先端には、図３及び図４のよ
うに互いに向き合うフック部３７がそれぞれ突設されている。
【００１９】
　図７は本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネル開時の右アーム装着部
の側面視の断面図とＡ－Ａ線矢視断面図と斜視図である。図８は本発明の実施形態に係る
空気調和機の室内機の前面パネル開状態保持時のアーム保持部と凸部との関係を示す模式
図である。図９は本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネル閉まり作業途
中のアーム保持部と凸部との関係を示す模式図である。
　各アーム２２の側面に設けられた各凸部２４は、図８及び図９のようにそれぞれ軸部２
１の軸方向に沿う方向に突出する複数の凸部２４ａ，２４ｂ，２４ｃが軸部２１を中心と
する円弧上に間隔をおいて配置されたものである。また、これら複数の凸部２４ａ，２４
ｂ，２４ｃは、前記円弧上の一方の端に位置する凸部２４ａから前記円弧上の他方の端に
位置する凸部２４ｃにかけて順次突出寸法が縮小するように設定されている。そして、一
対の弾性片３６で構成されるアーム保持部は、前面パネル２の開状態時に、図７及び図８
のように前記突出寸法が最大となる一方の端に位置する凸部２４ａとフック部３７が係合
し、前面パネル２が閉じるに従って図９のように前記突出寸法が縮小する側の凸部２４ｂ
，２４ｃとフック部３７が順次係合するように構成されている。
【００２０】
　次に、本発明の実施形態に係る空気調和機の室内機の前面パネル開閉時の動作について
説明する。
　まず、図６乃至図８に示す前面パネル２の開状態は、突出寸法が最大となる凸部２４ａ
と弾性片３６のフック部３７とが係合することにより保持される。この状態から、前面パ
ネル２に軸部２１を中心軸とした回転方向に力を加え、凸部２４ａを図８の矢印方向に移
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動させると、弾性片３６が押し開かれ、図９のように突出寸法が最大となる凸部２４ａが
フック部３７を乗り越える。これにより、前面パネル２が閉まり始める。弾性片３６のフ
ック部３７が複数の凸部２４を乗り越え、最後の凸部２４ｃを乗り越えると、前面パネル
は図５のように閉状態になる。
【００２１】
　前面パネル２が閉まり始めてから閉まり終わるまでは、凸部２４ａ，２４ｂ，２４ｃに
よって形成される凹凸が前面パネル２の閉動作を抑制する抵抗となり、閉まり終わった時
に室内機のユニットに与える衝撃が緩和される。これにより、室内機のユニットの耐力を
高めることができる。
【００２２】
　前面パネル２を閉める時の負荷方向は、保持された開状態を解除する時は鉛直方向であ
り、閉まり終わる頃には水平方向に変わる。また、負荷量についても、開状態を解除する
時よりも、閉まり終わる頃の方が小さくなる。このように前面パネル２の位置によって負
荷の方向や量は変化するが、本発明では図８のように凸部２４の突出寸法をその変化に合
わせて順次縮小するように設定することで、弾性片３６のフック部３７の掛かり量を調整
している。このため、ばね等の部品を不要とすることができ、経年劣化による破断やクレ
ージングが発生する問題を回避することができる。
【符号の説明】
【００２３】
　１　室内機本体、１ａ，１ｂ　引掛部、１ｃ　受部、２　前面パネル、３　熱交換器、
４　送風機、５　吸込口、６　吹出口、７　フィルター、８　風向変更板、２１　軸部、
２２　アーム、２３　挟持リブ、２４，２４ａ，２４ｂ，２４ｃ　凸部、３１　軸受部、
３２　ガイド部、３３　開口部、３４　下軸受、３５　溝形部、３６　弾性片（アーム保
持部）、３７　フック部、３８　上軸受。

【図１】 【図２】

【図３】



(6) JP 5758834 B2 2015.8.5

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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              実開昭５０－１２５２５１（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２４Ｆ　　１３／２０　　　　
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